
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 次世代育成支援施策の展開 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

第５章 次世代育成支援施策の展開 

平成22年度の池田市次世代育成支援行動計画での10施策の重点項目については、引き続き

継続します（第４章、第２節）。特に、【評価Ｃ】【評価Ｄ】については、最重点として事業の

推進を図っていきます。 

また、「重点施策９ 要保護及び要支援児童と家庭への支援の充実」に、新たに児童家庭相

談、児童虐待発生予防事業、虐待相談を重点事業とし、虐待防止施策の充実を図ります。 

下表の施策内容に「重点施策 No.」と【評価】を記入しています。 

 

第１節 子育ち・親育ちを応援する環境づくり 

１．次代の親を育む環境の整備・充実                   

支援法に基づく基本指針では、「社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子

育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが

必要」であるとし、地域全体で子どもや子育て家庭を見守り支えていくための環境づくりが一

層求められています。また、家庭のみならず、地域や教育・保育施設＊などの子どもの生活の

場を有機的に連携させ、地域コミュニティのつながりの中で子どもを育んでいくことができる

関係づくりも重要です。 

保護者が子育てについて第一義的責任を持つことを前提に、地域ぐるみで「子育ち」と「親

育ち」を支え、保護者の子育てに対する不安や負担感、孤立感を和らげ、子どもと向き合い、

親子の絆を深めながら子育てできる環境の整備・充実を引き続き進めます。 

 

＊「教育・保育施設」 

  ここでは、幼稚園・保育所（園）・認定こども園などの就学前児童が日中過ごす施設、及び

小学校を指します。 

 

【具体的施策】 

（１）市民の子育てに対する関心の醸成 

①子どもの権利と子育てに関する意識啓発の推進 

＊注）施策 No.の（ＭＯＯ）は、［新・いけだ子ども未来夢プランのメニューNo.］ 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

001 

(Ｍ1) 

「子ども・子育て

会議」の運営 
会議の開催を継続することで、より活発な

討議を通じ、本市における子育て支援プラン

を策定し、計画的に事業を進めていきます。 

子育て支援課 

002 

(Ｍ2) 

子育てに関する情

報の提供 

子育てニーズが多種多様化する中で、必要

な人に必要な情報が届くよう、努めます。 

子育て支援課 

 

 



 

②子どもの健全育成に関する啓発活動の推進 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

003 

(Ｍ3) 

計画の周知 引き続き、事業計画や子育て支援情報等の

周知を図るための取組みを推進します。 

子育て支援課 

 

広報・啓発 児童相談所の状況及び児童福祉に関する

情報提供を行います。 

特に、社会的養護を必要とする子どもへの

支援として里親委託推進を図るため、ホーム

ページ、政府だより等の活用や関係機関・団

体への啓発研修会の実施などを通じて、里親

制度の広報・啓発活動をさらに進めます。 

大阪府池田子

ども家庭セン

ター 

004 

(Ｍ4) 

青少年指導員活動

事業 

部会ごとに活動や事業、全体での研修会を実

施し、地域での青少年育成活動に対しても積極

的に活動しています。指導員の高齢化、メン

バーの固定化が懸念されることから、今後は後

継者の育成に努めます。 

教育センター 

 

 

（２）子育て意識・親意識の育成 

①親意識を高めるための学習機会の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

005 

(Ｍ6) 

両親教室 母性・父性を高め、よりよい育児を支援す

るために、父親準備教室を開催し、積極的な

父親の育児参加を促進します。 

平成26年度から虐待予防の観点を入れた

講義を実施するなど、内容については随時見

直しを行います。 

健康増進課 

 
②家族・親子のきずなを深める機会の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

006 

(Ｍ8) 

「家庭の日」 

「家族の日」 

啓発 

家庭での教育力の向上や家庭に関する意

識の啓発のために、「家庭の日」や「家族の

日」のＰＲについて、国の動向をみながら進

めていきます。 

子育て支援課 

007 

(Ｍ9) 

子育て講演会 講演は好評で、参加者も増加しているた

め、今後も各拠点の特性や地域のニーズに応

じた講演会の開催を企画していきます。 

子育て支援課 

文化教養講座事業 市民のニーズに対応した講座を開催する

とともに、庁内連携情報発信の拠点としての

子育て講座等を開催します。 

中央公民館 

008 

(Ｍ10) 

おはなし推進事業 本館や石橋プラザでは、引き続き、定例行

事を実施するとともに、図書コーナーでも不

定期におはなし会を実施します。 

図書館（石橋プ

ラザ） 



 

 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

009 

(Ｍ11) 

親子無料開放 第２・第４日曜日に無料開放時間を設け、

スポーツを通して親子でスキンシップを図

るとともに、健康増進と体力向上をめざす場

を提供します。開放日や種目を増やすことの

ほか、柔剣道場・会議室の有効活用や父親の

参加促進を図ります。 

総合スポーツ

センター 

 

③世代間交流 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

010 

(Ｍ12) 

 

乳幼児とのふれあ

い・交流機会の充

実 

次代の親となるであろう中学生や高校生

が乳幼児とのふれあい体験を通じて、子ども

を生み育てることや生命の大切さなどを学

ぶため、総合的な学習の時間などを活用して

交流機会の充実を図ります。 

また、保育所、幼稚園、小・中学校をはじ

め福祉施設や地域の各種施設を、地域のふれ

あい・交流の拠点として有効活用します。 

子育て支援課 

 

011 

(Ｍ13) 

世代間交流等 核家族が進む中、日頃ふれあうことの少な

い高齢者を保育所に迎え、楽しいひとときを

一緒に過ごすことで、世代間交流の推進を図

ります。 

引き続き、各所・園の地域性や特性をいか

し、行事等への参加を呼びかけ、世代間交流

を推進します。 

幼児保育課 

 

 



 

２．子どもの心身の健全な成長を促す教育環境の整備・充実         

支援法に基づく基本指針では、子どもの育ちにおいて、「乳児期における愛着形成を基礎と

した情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力

の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者の関わりや、質の

高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障することが必要」である

としています。引き続き、本市の特性や各教育・保育施設の特色を生かした個性ある教育を進

めていくとともに、幼稚園・保育所等と小学校が連携を図りながら、幼児期から就学期までの

連続した教育を充実することが重要となっています。 

めまぐるしく変化する社会環境に対応できるよう、子どもに「生きる力」を育み、次代につ

ながる「親育ち」のための基礎づくりを進めるため、創意工夫のある学校教育をはじめ、家庭、

地域・学校が連携・協力し、家庭や地域社会の教育力の向上を図り、子どもの心身の健全な成

長を促す教育環境を整備・推進します。 

 

【具体的施策】 

（１）学校教育・就学前教育の充実 

①就学前の教育機能・連携の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

012 

(Ｍ15) 

就学前教育の充実 直接体験を大切にしながら、豊かな感性を

育む教育内容の充実に努めるとともに、幼保

小連携を進め、発達や学びの連続性をふまえ

た就学前の教育の推進を図ります。 

また、地域の子育て支援のセンター的役割

のさらなる拡充をめざします。 

学校教育推進課 

各幼稚園 

013 

(Ｍ16) 

なかよしこども園

の充実 

幼保一元化のモデル園である「なかよしこ

ども園」において、一貫した幼児教育・保育

を実施し、地域に開かれた子育て支援の充実

を図ります。 

在宅児対象の子育て支援の充実により、短

時間児の入園につながっていることから、今

後も地域の協力を得ながら、保護者の養育力

向上への寄与に努め、こども園としての多様

性を生かした教育・保育の質の向上をめざし

ます。 

なかよしこど

も園 

014 

(Ｍ17) 

幼保交流 様々な活動を通して近隣の保育所と幼稚

園の子どもどうしの交流を充実します。 

併せて、職員間の交流も充実し、保育所の

保育課程と幼稚園の教育課程のつき合わせ

を行い、望ましい子ども像と就学前における

育ちについて共通認識を図ります。 

今後も、地域に育つ子ども同士の交流を図

るため、行事や遊び等の計画を推進します。 

学校教育推進課 

各幼稚園 

幼児保育課 



 

 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

015 

(Ｍ18) 

保幼小交流 体験入学など、学校園・保育所が合同で行

う取組みを増やすことで、就学前施設と小学

校の連携・交流を図ります。 

学校教育推進課 

今後も、小学校集団へ円滑な移行が行われ

るように交流を図ります。 

また、教諭の保育所体験では、やまばと学

園を含め乳幼児期の生活を知ってもらうこ

とができ、どのように学童期の生活に移行し

ていくのが良いのか、課題を含めお互いに連

携をもつことができるため、重要な活動とし

て引き続き取り組みます。 

幼児保育課 

 

②個性や創造性を伸ばす学校教育の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

016 

(Ｍ19) 

豊かな心の教育 学校の教育活動全体を通じて、道徳性を養

い豊かな人間性を育むことは教育の根幹で

あり、そのために教員の指導力の向上を図る

ことは不断の取組みであることから、道徳教

育推進委員会の活動の活性化により、各校の

道徳教育の充実を図ります。 

学校教育推進課 

017 

(Ｍ20) 

 

小中一貫教育推進

事業 

 

重点施策６ 

【評価Ａ】 

平成26年度の小中一貫教育の本格実施に

伴い、各中学校区で地域住民が参加する「小

中一貫教育推進協議会」において、子どもた

ちにとってよりよい小中一貫教育の在り方

について協議を重ね、具体的な取組みの推進

を図ります。 

教育政策課 

「教育のまち池田」

総合企画推進事業 

重点施策６ 

【評価Ａ】 

平成26年度からの小中一貫教育の本格実

施に伴い、「総合企画推進会議」を第三者評

価的な組織に見直しを図るとともに、小中一

貫教育の次にめざす教育の方向性について

協議していきます。 

教育政策課 

子どもの学び 

サポート推進事業 

学校園の教育活動を支援する人材の高齢

化や固定化が進み、新たな人材確保について

検討する必要があるため、大学生のインター

ンシップ制度等を活用し、大学との連携をさ

らに進めるとともに、子どもたちに年齢が近

い学生の一層の理解や支援を得るための取

組みに努めます。 

教育政策課 

英語教育推進事業 今後、英語教育の充実を図るために、研修

の充実とＩＣＴ機器の充実により指導支援

を行っていきます。また、その上で外国人英

語講師の有効活用を図り、児童・生徒の英語

力の向上をめざします。 

学校教育推進課 



 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

在日外国人日本語

指導支援事業 

在日外国人児童・生徒や渡日児童生徒な

ど、日本語の理解が難しい児童生徒のため

に、日本語の個別指導・グループ指導の補助

を実施します。併せて池田市在日外国人教育

研究協議会と連携した支援を実施します。 

学校教育推進課 

018 

(Ｍ22) 

交流教育及び共同

学習 
宿泊を伴う教育活動への介助員や看護師

の付き添いを推進することで、ともに学びと

もに育つ教育環境整備の充実をめざします。 

また、学校配置の看護師、宿泊行事に付き

添う看護師の確保に今後も努めます。 

教育センター 

019 

(Ｍ23) 

障がい児(者)施設

との交流 

今後も特別養護老人ホームなどとの交流

活動を継続し、障がい児（者）に対する理解

を深めていきます。 

教育センター 

020 

(Ｍ24) 

情報教育推進 情報化の推進により、学校現場において、

児童生徒の学力向上に効果のある「授業活

用」と教職員の「校務軽減」の双方につなが

るよう、さらなる運用面でのサポートに努め

ます。 

また、各校の情報化推進担当が学校HPの

更新に積極的に関わることができるよう、研

修を工夫していきます。 

教育センター 

021 

(Ｍ25) 

ボランティア教育

の推進 
奉仕的な活動やボランティア活動を実施

し、ボランティア精神を養う教育の推進を図

ります。 

学校教育推進課 

 

③学校教育と地域の連携の推進 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

022 

(Ｍ26) 

教育コミュニティ

づくり推進事業 

学校・家庭・地域のつながりをより一層深

めるため、平成25年度から三者の交流の場

を意図的に設定してきましたが、今後は小中

一貫教育との関係を重視し、学園ごとの交流

を拡充します。 

また、「池田市教育コミュニティNEWS」

をはじめ、市のホームページや地域コミュニ

ティの掲示板の活用等による情報発信を推

進します。 

教育政策課 

 



 

 

（２）思春期健康教育・保健対策の推進 

①学校における健康教育の推進 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

023 

(Ｍ27) 

 

保健体育や保健指
導の充実 
重点施策７ 

【評価Ｂ】 

子どもたちの心身の健全な発育と健康保

持増進のために、保健体育の指導の充実を図

ります。 

学校教育推進課 

健康増進課 

性教育・家庭科教育
の充実 

子どもたちの心身の健全な発育と健康保

持増進のために、保健体育の時間を中心とし

た性教育、および家庭科教育の充実を図りま

す。 

学校教育推進課 

健康増進課 

024 

(Ｍ28) 

小学校保健 健康診断の項目の改訂に伴い、児童生徒に

対する健康診断や各種検診による健康保持

増進を図ります。 

保健給食課 

025 

(Ｍ29) 

飲酒・喫煙・薬物防

止教育 

全小・中学校において、少年サポートセン

ター等による非行防止教室が計画されてお

り、今後も引き続き少年サポートセンター等

の関係機関との連携を深め、非行防止、禁煙、

薬物乱用防止に関しての指導の充実を図り

ます。 

また、教職員を対象にした研修の充実に努

めます。 

教育センター 

 

②相談体制の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

026 

(Ｍ30) 

相談体制の充実 教育相談体制の整備に努めるとともに、

様々な悩みについて、児童生徒自身が相談し

やすい体制づくりに努めます。 

教育センター 

 

（３）多様な体験活動の充実 

   ①学校における体験活動の推進 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

027 

(M31) 

職場体験 キャリア教育について一層の充実が求めら

れている現状を踏まえ、今後も中学校におい

て継続的に職場体験学習を行います。 

また、小学校においても職業観の育成のた

めの授業の充実を図ります。 

学校教育推進課 

 



 

②地域における体験活動の推進   

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

028 

(M32) 

歴史民俗資料館の

館外事業 

事業の周知を図り、学校教育での活用を促

進します。 

平成26年度に立ち上げた五月山児童文化

センターでの新たな協力事業については、今

後も継続していきます。 

歴史民俗資料館 

図書館施設見学 読書への関心を深めるため、市内小学３年

生及び幼稚園、保育園の園児を対象に、図書

館見学会を実施します。 

図書館(石橋プ

ラザ) 

浄水場施設見学 水道週間（6月1日～7日）の期間中に、社

会科学習の一環として浄水場のしくみと働

きを学習し、水道についての理解と関心を高

めるため、小学4年生を対象として、古江浄

水場の見学会を実施します。小学４年生を対

象とした見学会を引続き実施するとともに、

一般見学会では親子で楽しく学べるプログ

ラムを充実します。 

上下水道部経

営企画課 

下水処理場施設見

学 

市内の小学4年生を対象に、社会見学の受

け入れを行います。また、夏休みに、小学4

～6年生を対象に、下水処理についてさらに

理解を深めるため「体験見学会」を開催しま

す。その他、希望者を対象に随時見学会を実

施します。小学４年生を対象とした見学会を

引続き実施するとともに、体験見学会では親

子で楽しく学べるプログラムを充実します。 

上下水道部下

水処理場 

消防施設見学 社会科学習の一環として、消防施設を見

学・体験し、業務内容を知ることにより、児

童等の一層の防火意識の向上を図ります。 

消防暑 

 

029 

(M33) 

こども会育成事業 今後、児童数の減少に伴い、こども会員数

の減少も危惧されていることから、育成者研

修を充実するとともに、新規のこども会員の

加入促進を図っていきます。 

教育センター 

少年団体育成事業 ボーイスカウトとガールスカウトの育成

を図る事業で、団数は少ないものの、各団で

は、活動内容の工夫に努め、実態にあった活

動を実施しています。各団の活動内容のＰＲ

や新規団員の加入促進を行うことで団体の

活動を活性化していきます。 

教育センター 

 



 

 

③自然や文化に親しむ機会や場の充実   

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

030 

(M34) 

 

自然体験推進事業 自然体験学習は、子どもたちの成長に欠か

せないものであり、今後とも充実に努めま

す。 

また、小学5年生から中学3年生までの5年

間で6つの宿泊行事があり、自然体験学習の

意義と行事の精選の両観点からあり方を検

討していきます。 

学校教育推進課 

031 

(M35) 

池田市民カーニバ
ル・五月山さくら
まつり 

市民相互の連携を深めるとともに、子ども
たちが祭りを楽しみ、自然やふるさとを味わ
えるよう、周知を図り、市民をあげて実施し
ます。 

観光・ふれあい課 

花菖蒲まつり 水月公園の花菖蒲の鑑賞会とお茶野だて
会等の開催を通じ、広く水月公園をＰＲする
とともに、親子のふれあいと市民交流を図り
ます。 

観光・ふれあい課 

池田猪名川マラソ

ン大会 

春のスポーツフェスティバルの一環事業
として誰でもが完走できることを主目的と
し、幅広い地域より参加者を募り、本市のス
ポーツイベントとして実施します。マラソン
人口の増加をめざし、池田のスポーツ振興を
図ります。 

生涯学習推進課 

市民レクリエー

ション大会 

毎年10月に、市民がスポーツに親しみ、

気軽に参加できる機会を設け、幼児から高齢

者に至るまで幅広い層の楽しいふれあいを

通じ、スポーツ意識の向上と健康づくりをめ

ざします。大会を通して、生涯スポーツの振

興と地域コミュニティの活性化を図ります。 

生涯学習推進課 

卓球のまちづくり

事業 

卓球を通して、子どもからお年寄りまで、

気軽に誰でも楽しめる生涯スポーツのひと

つとして「卓球のまち池田」の推進を図りま

す。 

生涯学習推進課 

 



 

④スポーツ・レクリエーション活動の充実  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

032 

(M36) 

各種スポーツ教室

の充実 

乳幼児とその保護者、小学生を対象に、リ

ズム体操やトランポリン、水泳など様々なス

ポーツの機会を提供することで、親子のふれ

あいを深めるとともに、子どもには、たくま

しく生きるための基礎となる健康、体力の育

成を図ります。 

五月山体育館 

親と子の体操・幼

児体操 

スポーツ教室を通して市民の健康増進と

体力の向上を図るとともに、運動の必要性を

理解する場を提供します。 

現在3～6歳を対象としていますが、母と2

歳児対象の教室の開設や市内各幼稚園・学校

等との連携を図るほか、時代の流れやニーズ

に沿った教室内容を検討します。 

総合スポーツ

センター 

障がい児（者）ス

ポーツ教室 

障がい児の機能回復と健康増進および参

加者相互の親睦・交流の推進を図ります。 

生涯学習推進課 

ジュニアスポーツ

クラフﾞ 

ジュニアスポーツクラブ4団体を育成し、

スポーツ人口の拡大を図り、本市のスポーツ

振興の推進を図ります。 

生涯学習推進課 

障がい者社会参加

促進 

障がい者（児）に対して、スポーツやレク

リエーション及び文化活動に参加する機会

を提供することにより、障がい者（児）の自

立と社会参加の促進及び機能の維持・増進を

図り、地域リハビリテーションの一環として

実施します。参加しやすい事業展開に努めま

す。 

障がい福祉課 

障がい児タイムケ

ア事業 

夏休み期間中、発達障がいのある子どもた

ちに交流の場を提供します。 

保護者の介護負担軽減や、作業療法士によ

る障がい児の評価及び集団訓練を実施しま

す。 

発達支援課 

 

⑤国内外交流活動の促進 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

033 

(M37) 

青少年国際交流 姉妹都市や友好都市に青少年を派遣し、諸

外国の文化や伝統を理解するとともに、自国

の伝統や文化について考え、大事にする心を

育み、国際社会で主体的に生きる態度と能力

を培う活動です。さらなる事業の周知を図り

ます。 

観光・ふれあ

い課 



 

 

（４）子どもの遊び・学びの環境の整備 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

034 

(Ｍ38) 

児童館活動促進事

業 

平成27年４月から細河中学校区で施設一

体型の小中一貫校が開校されることから、地

域と連携し、子どもの豊かな育成に向けた取

組みを実施します。また、地域連携を密にし

た取組みを通して、子どもの健やかな成長を

図ります。 

就学前の乳幼児の保護者の活動の場とし

て、学校の平常課業日、昼間の時間の有効活

用や児童館利用者の増加を図ります。 

児童館 

青少年の健全育成

（五月山児童文化

センター） 

子どもの健全育成の場を提供し、クラブ活

動やプラネタリウムの投映、五月山の自然を

いかした野外活動等をはじめとする様々な

文化事業を実施します。（五月山児童文化セ

ンター管理事業・運営事業・活動事業） 

必要とされる支援を提供することで、親子

がともに育ち合える環境づくりに取り組み

ます。 

五月山児童文

化センター 

 

青少年の健全育成

（水月児童文化セ

ンター） 

子どもの健全育成の場を提供し、様々な文

化事業を実施します。（水月児童文化セン

ター管理事業･運営事業） 

子どもの各成長段階に応じて、切れ目のな

い事業を展開し、また、子育て世代や高齢者

の参加も積極的に図ります。子どもから大人

までセンターを活用することで、地域での多

世代交流を促進し、「市民の顔が見える、市

民がつながるセンター」をめざします。また、

地域ネットワークの拠点となり、子どもが安

心して遊び、学べる環境づくりに取り組みま

す。 

さらに、センター活動を体験してきた青年

の事業参画をより一層促進し、協働すること

で、次世代育成の柱とします。 

水月児童文化

センター 

035 

(Ｍ39) 

図書館サービスの

充実 

本館、石橋プラザ、図書コーナーでの定例

行事をはじめ、クイズ大会、折り紙講座、点

字講座などの行事や展示活動、また、ブック

リストの作成など、親子で楽しめる企画を通

して、子どもたちの興味の幅を広げ、想像力

と自ら学ぶ力をつける手助けを行います。 

図書館（石橋

プラザ） 

 

 



 

３．支援の必要な子どもやその家庭を支える環境の整備・充実        

最近増加しているひとり親家庭については、経済的基盤を確立するために必要な支援や安心

して子育てができるように福祉サービスの展開を図り、日常生活全般における精神的・経済的

負担の軽減を図ります。 

また、障がいのある子どもについては、成長後も社会の一員として主体性を発揮し、生きが

いのある生活を送ることができるように、福祉、医療、教育、労働等の各分野が一体となり、

社会全体として、障がいのある子どもたちの自立を生涯にわたって支援する体制づくりを図り

ます。 

社会問題化している児童虐待への対応については、大阪府や関係機関との連携を一層深め、

虐待の防止に努める一方で、早期発見と迅速な対応を図り、子どもの人権侵害を防止する取組

みを強化し、虐待のないまちづくりを推進します。 

一方、不登校児童生徒等への対策については、引き続き、学校復帰のための指導や相談支援

の充実を図るなど、不登校解消に向けた取組みを推進します。 

 

【具体的施策】 

（１）ひとり親家庭の自立促進 

①生活の自立支援の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

036 

(M40) 

 

児童扶養手当 父と生計を同じくしていない児童などが

育成される家庭の生活の安定と自立の促進

に寄与するため、当該児童について児童扶養

手当を支給するもので、国の制度に基づき今

後も周知を含め、取り組んでいきます。 

子育て支援課 

037 

(Ｍ41) 

 

母子住宅 市営住宅条例の申込資格の全ての条件を

満たし、かつ母子及び寡婦福祉法第6条の適

用を受けている母子世帯に対し、低廉な家賃

の市営住宅を提供します。 

平成26年10月1日から「母子・父子住宅」

として父子家庭も対象になりました。 

子育て支援課 

038 

(Ｍ42) 

水道料金・下水道

使用料の減免（福

祉減免） 

国民年金法による遺族基礎年金を受給し

ている世帯であって池田市ひとり親家庭医

療費の助成に関する条例による医療証の交

付を受けている世帯並びに、児童扶養手当受

給世帯、身体障がい者（児）（身体障がい者

手帳 1･2 級所持者）及び知的障がい者（児）

（療育手帳所持者）世帯に対して福祉の増進

を図り、生活向上安定に寄与する減免制度を

実施します。 

上下水道部営

業課 

 

 

 

 

 



 

 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

039 

(Ｍ43) 

ひとり親家庭医療

費助成 

18歳の年度末までにある児童及びその養

育者に対して、医療費の一部を助成し、健康

の維持・回復に努めるとともに、医療にかか

る経済的負担の軽減を図ります。 

将来に向け、継続可能な制度とする観点か

ら、府と市がともに、制度のあり方について

検証し、財政状況を鑑み進めていきます。 

保険医療課 

040 

(Ｍ44) 

母子生活支援施設

入所措置 

母子家庭等において、様々な事情から子ど

もの養育が十分できない場合、母子生活支援

施設へ子どもと一緒に入所させ、生活の安定

を図り自立への支援を行うもので、国の制度

に基づき、今後も取り組んでいきます。 

子育て支援課 

041 

(Ｍ45) 

母子相談 母子自立支援員を中心に関係部局、関係機

関と連携を図り、地域の民生委員児童委員・

主任児童委員の協力を得ながら、ひとり親家

庭に対する相談・支援の充実を図ります。 

平成26年10月1日から父子家庭も支援の

対象になることが法律で明確化されました。 

子育て支援課 

042 

(新規) 

みなし寡婦（寡夫）

控除 

平成26年度より、税法上の「寡婦（寡夫）

控除」が適応されない婚姻歴のないひとり親

世帯に対して、子どもにかかる各種利用料に

ついて控除の適用を受けて算定されるよう、

「寡婦（寡夫）控除」のみなし適用を実施し

ます。 

子育て支援課 

  

②就労支援の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

043 

(Ｍ46) 

自立支援教育訓練

給付金事業 

ひとり親家庭の就業・自立に向けた支援を

促進するため、指定する教育訓練を受講した

「ひとり親家庭の親」に対して、講座終了後

に受講料の一部を支給します。 

平成26年10月1日から父子家庭も支援の

対象になることが法律で明確化されました。 

子育て支援課 

母子自立支援プロ

グラム策定事業 

個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズ

に基づき、きめ細やかで継続的な自立・就労

支援を実施します。 

平成26年10月1日から「母子・父子自立

支援プログラム策定事業」として父子家庭に

も対象が拡大しました。 

子育て支援課 

044 

(Ｍ47) 

地域就労支援事業 母子家庭の母親等で、就労困難者に対し就

労支援を行います。 

本事業を実施する池田市地域就労支援セン

ターの周知を図ります。 

地域活性課 

 



 

（２）障がいのある子どもの自立と社会参加 

①障がいのある児童生徒等の教育支援体制の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

045 

(Ｍ48) 

特別支援教育推進

（巡回指導及び定

期診断） 

巡回相談員･専門支援員を支援学級在籍児

童生徒に対してだけではなく、通常の学級で

配慮が必要な児童生徒に広げ、今まで以上に

有効に活用できるよう工夫します。 

教育センター 

特別支援教育推進

（就学相談、支援

学級合同校外指

導） 

小中一貫教育実施に伴い、新たな就学相談

の体制づくりが必要であることから、健康増

進課、発達支援課、幼児保育課等関係機関と

の連携を強化し、就園就学相談の円滑化と保

護者･子どもの負担軽減を図るよう努めます。 

教育センター 

特別支援教育の体

制の充実 

平成25年9月の「学校教育法施行令」一部

改正を踏まえ、地域の学校で児童生徒を受け

入れるための基礎的環境整備を計画的に進め

ます。 

また、平成26年2月の「障害者の権利に関

する条約」の日本での発効や、平成25年6月

の「障害者差別解消法」成立（平成28年4月

施行予定）による合理的配慮における不提供

の禁止を受けて、今後も継続して支援教育の

一層の充実を図ります。 

教育センター 

046 

(Ｍ49) 

介助員の配置 支援学級在籍児童生徒数が年々増加傾向に

ある中、介助員の増員は必要不可欠であるこ

とから、個々の障がいの状況を把握するとと

もに、適正かつ公平な配置に努めます。 

教育センター 

教職員課 

047 

(Ｍ50) 

通級による指導の

充実 

発達障がいの通級指導教室が５教室、言語

障がいの通級指導教室が１教室となり、言語

障がいの通級指導教室が市内全域をカバーし

ています。また、発達障がいの通級指導教室

は言語障がい児の指導にも対応しています。

今後も通級指導教室の設置増に努めます。 

教育センター 

 

②保育体制の充実  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

048 

(M52) 

公私立保育所（園）

での障がい児保育

の充実 

  緑丘保育所の民営化に伴い、公立保育所で

の障がい児保育の役割は増大すると思われる

ことから、障がい児保育の質の向上のため、

継続的な研修の実施を図ります。 

幼児保育課 

巡回相談の充実 公私立保育所（園）、私立幼稚園、留守家庭

児童会の相談・指導の充実を図り、保育の質

の向上に努めます。 

発達支援課 

 



 

 

③療育相談体制の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

049 

(M53) 

 

心身障がい児・者

地域療育相談シス

テム 

重点施策８ 

【評価Ａ】 

障がい者の生涯にわたる一貫した地域で

の処遇体制を構築するため、関係機関との連

携を図り、相談システムの充実に努めます。 

また、施設等職員に療育に関する助言、技

術指導、研修などを行います。 

情報共有ツールである「いけだつながり

シート Ikeda_s」の完成により、同ツールを

活用した発達支援システムの推進に、今後も

引き続き取り組みます。 

発達支援課 

050 

(Ｍ54) 

池田市要保護児童

対策地域協議会障

がい児関係部会実

務者会議 

子どもの健全な育成のためには、関係機関

との連携は必要不可欠であり、今後も情報共

有により、総合的なサービスを提供できるシ

ステムの構築を推進します。 

子育て支援課 

発達支援課 

051 

(Ｍ55) 

療育相談 身体障がい児、慢性疾患児に対して医師、

心理判定員、保健師、その他専門職による専

門相談、療育指導を行います。 

大阪府池田保

健所 

 

地域支援センター

事業 

障がい児（者）が身近な地域で相談等が受

けられる機関を設置することにより、本人・

介護者等の生活の安定並びに福祉の増進を

図ります。 

障がい福祉課 

発達相談 18歳未満の子どもの発達や障がいに関す

る相談・指導の充実に努めます。 

発達支援課 

 

④通園施設の充実  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

052 

(M56) 

児童発達支援事業 支援を必要とする児童及びその保護者の

数は年々増加し、定員の中では待機が発生し

ていることから、すみれ・ひまわりの各親子

教室の見直しを図り、週１日・週２日という

通園部を発足させて、年齢・環境等各自に応

じた通園の実現をめざします。 

また、児童発達支援センターとして市民か

らの専門的なニーズに応えることができる

よう、引き続き専門スタッフの充実を図って

いきます。 

やまばと学園 

療育関係機関との

連携 

在宅乳幼児の障がいや状況等、内容に応じ

た適切な対応ができるよう、関係機関との連

携の充実を図ります。今後、週１日、週２日

の通園へと移行させていきます。 

やまばと学園 

専門職員による在

園児への療育指導 

心理指導員・理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士・保育士等、専門職員による療育指

導の充実に努めます。 

やまばと学園 



 

⑤手当等の支給・在宅福祉サービスの充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

038 

(Ｍ42) 

（再） 

水道料金・下水道

使用料の減免（福

祉減免） 

国民年金法による遺族基礎年金を受給し

ている世帯であって、池田市ひとり親家庭医

療費の助成に関する条例による医療証の交

付を受けている世帯並びに、児童扶養手当受

給世帯、身体障がい者（児）（身体障がい者

手帳 1･2 級所持者）及び知的障がい者（児）

（療育手帳所持者）世帯に対して福祉の増進

を図り、生活向上安定に寄与する減免制度を

実施します。 

上下水道部営

業課 

053 

(M57) 

障がい者医療費助

成 

重度の身体障がい者及び知的障がい者に

対し、医療費の一部を助成します。 

将来に向け、継続可能な制度とする観点か

ら、府と市がともに制度について検証、財政

状況等を鑑み、今後のあり方について検討し

ていきます。 

保険医療課 

障がい児通所支援

事業 

障がい児通所施設での児童福祉サービス

の給付費及び医療費を給付します。 

今後は、適切な支給決定のためのガイドラ

インを策定します。 

発達支援課 

重度障がい者住宅

改造助成 

住宅改造費を助成することにより、心身障

がい者（児）の住み良さと生活の向上を図り

ます。 

障がい福祉課 

054 

(M58) 

特別児童扶養手当 本市では申請書の受付事務のみであり、制

度が変更されない限り継続されるので、今後

も適切な事務執行に取り組みます。 

発達支援課 

特別障がい者手当

等給付（福祉手

当、障がい児福祉

手当、特別障がい

者手当） 

今後も経済的負担の軽減を図るため、適切

な事務執行に取り組みます。 

発達支援課 

特別障がい者手当

等給付 

最重度障がい者（児）の経済的負担の軽減

を図ります（福祉手当、障がい児福祉手当、

特別障がい者手当）。 

障がい福祉課 

055 

(Ｍ59) 

障がい者補装具・

日常生活用具給付 

障がい者（児）に対し、補装具・日常生活

用具を給付・貸与して、日常生活の便宜を図

ります。 

障がい福祉課 

056 

(Ｍ60) 

障がい者ブラッシ

ング指導 

障がい児ブラッシング指導や障がい児

（者）歯科診療の受診機会を提供し、歯の健

康管理の増進を図ります。 

障がい福祉課 

057 

(Ｍ61) 

 

障がい者機能訓練 

重点施策８ 

【評価Ａ】 

心身機能の維持回復を図るため、理学療法

士、作業療法士等による必要な訓練を行いま

す。 

障がい福祉課 

休日急病診療所 

 



 

 

⑥関係機関との連携の充実     

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

058 
(M63) 

手話通訳者推進事
業 

聴覚・言語障がい者（児）に対し、手話通

訳者を派遣することにより、コミュ二ケー

ションの円滑化と社会参加の増進を図りま

す。 

障がい福祉課 

 

（３）要保護及び要支援児童と家庭への支援の充実 

①問題の早期発見・相談援助体制の充実  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

059 

(M64) 

児童家庭相談事業 

重点施策９ 

【新規】 

児童虐待など子どもと家庭に関する相談

を行うとともに、関連機関との連携を図り、

子どもと家庭の支援を行います。相談ケース

及び多問題を抱えた対応困難ケースが増え

ていることから、相談員の増員など体制の強

化を図ります。 

子育て支援課 

児童虐待発生予防

事業 

重点施策９ 

【新規】 

今後も関係機関との連携を図りながら、早

期発見、早期対応を行い、児童虐待の発生予

防に努めます。 

また、オレンジリボン運動を継続的に実施

し、市民及び関係機関への啓発活動を展開し

ます。さらに、支援プログラムに継続的に取

り組み、児童虐待発生の予防に努めます。 

子育て支援課 

虐待相談 

（児童相談） 

重点施策９ 

【新規】 

児童虐待の通告及び相談の受理と相談支

援、措置等を行います。 

増加する虐待通告において、泣き声等の通

報対応について、市町の協力を得ながら対応

できないか検討していきます。 

市としては、子どもの安全を第一に考え、

引き続き関係機関と連携を図り、子どもと家

庭の支援を丁寧に行っていきます。 

大阪府池田子

ども家庭セン

ター 

子育て支援課 

 

②児童虐待防止ネットワークの充実  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

060 

(M65) 

池田市要保護児童

対策地域協議会虐

待関係部会実務者

会議 

虐待の防止・早期発見・援助活動など総合

的な取組みを推進するため、保健・医療・福

祉・教育等関係機関・団体や子ども家庭サ

ポーター等関係者からなる「児童虐待防止

ネットワーク」を組織しています。 

ケース点検及び研修会等の取組みを継続

し、関係機関とともに認識と理解を深め、

ネットワーク活動の促進を図ります。 

子育て支援課 

 



 

③要支援家庭への支援 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

061 

(M66) 

 

養育支援訪問事業 

重点施策９ 

【評価Ｄ】 

母子健康手帳交付時、乳児家庭全戸訪問、

乳幼児健診等で把握した対象者に対し、引き

続き必要な援助を実施します。 

健康増進課 

062 

(M67) 

人材育成と支援 市町村民生委員・児童委員連絡協議会事務

局が主体となり行う方向で今後も実施し、研

修の後方支援を引き続き行います。 

大阪府池田子

ども家庭セン

ター 

にじの会 (有償協

力員派遣) 

在宅福祉ニーズに対し、有償で家事援助・

産前産後の援助・留守番などの福祉サービス

を提供します。 

協力会員の高齢化と人材不足が課題です

が、制度の狭間に対応する事業として、今後

も継続し実施します。 

社会福祉協議

会 

 

④経済的負担の軽減  

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

063 

(M68) 

助産施設入所 保健上必要があるにもかかわらず、経済的

理由により入院助産を受けることのできな

い妊産婦を入所させて生活支援を図ります。 

子育て支援課 

小・中学校就学援

助  

要保護及び準要保護世帯の児童生徒及び

特別支援学級在籍児童生徒に対し、小・中学

校の諸費用の一部を援助します（特別支援教

育就学奨励事業、就学援助事業）。 

総務・学務課 

福祉貸付事業 生活のつなぎ資金、高等学校の入学準備

金、交通遺児の就学資金を貸し付けます。 

生活福祉課 

 

（４）不登校児童生徒等の自立支援の充実 

①子どもの支援・相談体制の充実 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

064 

(M69) 

 

いじめ・不登校問

題対策事業 

（平成25年度～） 

重点施策10 

【評価Ｃ】 

不登校児童生徒やいじめ等への対応など、

学校における多様な課題に対して教職員と

連携し、柔軟に対応できるいじめ・不登校対

応支援員の増員に努めます。 

教育センター 

進路指導・進路選

択支援 

 

進学意欲を有しながら、経済的な理由によ

り就学が困難な支援を要する生徒や青少年

に対して、家庭の状況や個々の課題等に対応

した相談を実施し、要支援生徒や青少年が積

極的に自己の進路を考え、将来に対する展望

が持てるよう支援します。 

学校教育推進課 

教育センター 



 

 

施策№ 施策内容 今後の方向性 担当 

教育相談 

重点施策10 

【評価Ｂ】 

保護者の子どもの成長や学校園の生活に

対する不安や悩みの多様化に伴う教育相談

へのニーズの増大、学校園や関係機関からセ

ンターへの相談のつなぎの増加などに対応

できるよう、相談体制の充実を図ります。 

教育センター 

NPO連携教育相

談 

重点施策10 

【評価Ａ】 

ＮＰＯの独自性、機動性、柔軟性を発揮し、

学校に適応困難な児童・生徒（不登校児童・

生徒）や保護者のニーズにあった場を設定す

ることにより、よりきめ細やかな対応を図り

ます。 

教育センター 

065 

(Ｍ70) 

 

スクールカウンセ

ラー活用事業 

重点施策10 

【評価Ｃ】 

専門家からの心理的ケアが受けられるこ

とで、保護者・児童生徒の安心につながって

おり、また、教職員への専門的見地に立った

助言は、様々な課題を持つ児童生徒の学校生

活を支援する上で、必要不可欠なものとなっ

ていることから、今後もスクールカウンセ

ラーの配置の充実に努めます。 

教育センター 

066 

(Ｍ71) 

 

適応指導 

重点施策10 

【評価Ａ】 

 

様々な要因により、学校に行くことができ

ない児童生徒が自宅にひきこもらず、段階的

に教室復帰を果たすためには、学校と距離を

置いた「居場所」の確保が不可欠であること

から、多様化する保護者の意識を踏まえ、さ

らに学校との連携を深め取り組みます。 

教育センター 

中学校指導支援事

業 

児童生徒の健全育成を図るため、「中学校

区生活指導協力委員会」を定期的に開催し、

児童生徒の問題行動等の情報共有を行い、学

校・家庭・地域が連携して児童生徒の健全育

成を図ることを通じて、非行防止等に努めま

す。 

教育センター 

 

 


